
戸籍・税関係の証明書の請求

　証明書類の不正な取得や、なりすましによる転入の
届け出などを防ぐため、次の届け出、請求をする方に対
し、窓口で本人確認を行っています。
　運転免許証、健康保険証などの提示にご協力をお願
いします。また、口頭で質問をする場合があります。
■本人確認の必要な届け出、請求
＊�戸籍の届け出（婚姻届、協議の離婚届、養子縁組届、協
議の養子離縁届、認知届、これらの届け出の不受理申
し出及び取り下げ）
＊�住民票の異動届（転入届、転出届、転居届、世帯変更届
など）

　次の方が代理として請求・届け出をする場合は、委任
状の提出が必要です。
＊�戸籍証明書類の請求＝父母、祖父母などや子、孫など
直系に当たる方以外の方
＊�住民票（除票）、住民票記載事項証明書、課税・非課税
証明書、納税証明書の請求＝同じ世帯の方以外の方
＊�転出、転入などの住民登録関係の届け出＝同じ世帯
の方以外の方
＊�身分証明書の請求＝本人以外の方
＊印鑑登録の申請＝本人以外の方
※�委任状は市ホームページからダウンロードできま
す。記載内容など詳しくは、市役所市民課へ問い合わ
せてください。

《市民課事務の窓口案内》
取り扱い事務の名称 主な内容

市
民
課

戸籍関係の届け出 出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・分籍・養子縁組などの届け出受理
→48～49ページへ

戸籍関係の証明 戸籍全部事項・個人事項証明書（戸籍謄本・抄本）、身分証明書などの戸籍に関す
る証明書の発行

住民登録関係の届け出 転入・転出・転居・世帯変更などの届け出受理
→50ページへ

住民登録関係の証明 住民票の写し、住民票記載事項証明書などの証明書の発行
→50ページへ

印鑑登録 印鑑登録、印鑑登録証明書の発行
→50～51ページへ

住民基本台帳ネットワーク
システムを利用した事務

公的個人認証
→51・52ページへ

マイナンバーカード マイナンバーカードの交付、通知カード、マイナンバーカードの住所変更
→51～52ページへ

＊�証明書類の請求及び申請（戸籍全部事項証明などの
戸籍証明書類、住民票、課税・非課税証明書、納税証明
書など）

戸籍、住民登録、税金、 国民年金、国民健康保険

▶市民課市民係
本人確認にご協力を 委任状について

市民文化祭　音楽祭 市民文化祭　陶芸展 市民文化祭　邦楽のしらべ
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※外国籍の方についての取り扱い事務は、52ページをご覧ください。

取り扱い事務の名称 主な内容

市
民
課

臨時運行許可 仮ナンバーの交付
→52ページへ

交通災害共済 加入に関する事務及び見舞金の請求
→120ページへ

住居表示実施地区の住所の
付定 →75ページへ

その他の証明 住居表示証明などの発行

東
部
出
張
所

戸籍関係の証明 戸籍全部事項・個人事項証明書（戸籍謄本・抄本）、身分証明書などの戸籍に関す
る証明書の発行

住民登録関係の届け出 転入・転出・転居・世帯変更などの届け出受理
→50ページへ

住民登録関係の証明 住民票の写し、住民票記載事項証明書などの証明書の発行
→50ページへ

印鑑登録 印鑑登録、印鑑登録証明書の発行
→50～51ページへ

交通災害共済 加入に関する事務
→120ページへ

納税（収納） 市・都民税、固定資産税などの納税
→54～55ページへ

その他の証明 課税・非課税証明書、住居表示証明
その他の事務 国民年金被保険者申請、国民健康保険資格取得・喪失の届出受理など

あ
い
ぽ
っ
く
　
　
　
　
　

武
蔵
野
会
館

　
　
　
　
　

緑
会
館
　
　
　
　
　
　
　

環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

戸籍関係の証明 戸籍全部事項・個人事項証明書（戸籍謄本・抄本）、身分証明書などの戸籍に関す
る証明書の発行

住民登録関係の証明 住民票の写し、住民票記載事項証明書などの証明書の発行
→50ページへ

印鑑登録の証明 印鑑登録証明書の発行（登録は不可）
→51ページへ

交通災害共済 加入に関する事務
→120ページへ

その他の証明 課税・非課税証明書

市民文化祭　盆栽展　 市民文化祭　山野草展　
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各種証明書の発行手数料と請求方法 ▶下の表の各担当課

　市では、市役所をはじめ市役所以外の窓口でも証明書を発行しているほか、郵送や電話による請求も受け付けてい
ますのでご利用ください。
　主な証明書の手数料、請求方法は、下の表のとおりです。
▼証明書などの種類・請求方法〈戸籍・住民票関係〉

お問い
合わせ 証明書の種類 手数料

窓口請求 郵送
請求

電話
受付
請求

時間外
交付

電子
申請

コン
ビニ
交付市役所 東部

出張所
あい
ぽっく

武蔵野
会館 緑会館 環境コミュニケー

ションセンター

市
民
課

住民票（除票）の写し 1件　200円 ● ● ● ● ● ● ● ● ●※2 ●※2 ●※2
住民票記載事項証明書 1枚　200円 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
住民基本台帳の閲覧 ※1 ●
戸籍全部（個人）
事項証明書 1通　450円 ● ● ● ● ● ● ●

除籍全部（個人）
事項証明書 1通　750円 ● ● ● ● ● ● ●

戸籍の附票 1件　200円 ● ● ● ● ● ● ●
戸籍届出の受理証明書 1通　350円 ● ●
戸籍記載事項証明書 1件　350円 ● ●
印鑑登録証明書 1枚　200円 ● ● ● ● ● ● ● ●
印鑑登録証の再発行 1枚　200円 ● ●
臨時運行許可
（仮ナンバー） 1両　750円 ●

身分証明書 1枚　200円 ● ● ● ● ● ● ●
住居表示証明書 無料 ● ● ● ● ● ●
通知カードの再交付 1枚　500円 ● ●
マイナンバー
カードの再交付 1枚　800円 ●

電子証明書の発行 1件　200円 ●
※1　30分200円で、1人記載につき200円追加されます。
※2　住民票の除票は請求できません。

※1　課税台帳ではありません。
※2　市で管理している公図は、会計年度の初日の属する年の1月1日時点のものです。

▼証明書などの種類・請求方法〈税証明関係〉

お問い
合わせ 証明書の種類 手数料

窓口請求 郵送
請求

電話
受付
請求

時間外
交付

電子
申請

コン
ビニ
交付市役所 東部

出張所
あい
ぽっく

武蔵野
会館 緑会館 環境コミュニケー

ションセンター

課
税
課

課税・非課税証明書 1件　200円 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
事業所所在証明 1件　200円 ●
土地・家屋評価証明書 土地5筆までを1件

家屋5棟までを1件
● ● ● ● ●

土地・家屋公課証明書 ● ● ● ● ●
家屋滅失証明書 5棟までを1件200円 ●
住宅用家屋証明書 1件　1300円 ● ●
名寄せ帳の写し 1枚　200円 ● ● ● ● ●
土地・家屋所有
証明書

土地5筆までを1件
家屋5棟までを1件 ●

土地・家屋（閲覧用）
台帳閲覧　※1 1冊　200円 ●

課税台帳記載
事項証明書

土地5筆までを1件
家屋5棟までを1件 ●

公図の閲覧　※2 1件　200円 ●
公図の写し　※2 1枚　300円 ● ●

納税課 納税証明書 1件　200円 ● ● ● ● ●

）200円

）200円

）200円
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■窓口請求
　証明書の種類により請求できる窓口が異なります。
詳しくは46ページの表をご覧ください。本人確認がで
きる書類（運転免許証など）をお持ちください。
※代理人による請求・受け取りには、委任状が必要です。
※印鑑登録証明書の請求には、印鑑登録証が必要です。
■郵送請求
　申請書（市ホームページからダウンロード可）、証明
書手数料分の定額小為替、切手を貼った返信用封筒
（宛先を記入）、本人確認書類の写しを同封し、〒196-
8511　市役所各担当課へ郵送してください。
※�申請書のない場合は、下の表の事項を記載した用紙
（形式自由）を同封してください。

■電話受付請求
　本人または同一世帯の方が電話で請求すると、翌日
以降に郵送で届き、手数料と引き換えに証明書が受け
取れます。
　なお、手数料のほかに配達料金（342円から／重量に
より異なる）がかかります。
◇�請求　月～金曜日の午前9時～午後4時30分に各請
求担当課へ

■時間外交付
　本人または同一世帯の方が電話で予約すると、夜間
や休日でも市役所で受け取れます。
◇�予約　月～金曜日の午前8時30分～午後4時に各請
求担当課へ
※�印鑑登録証明書の予約には、印鑑登録証の番号が必
要です。
◇�受け取り　次の時間に、市役所西側出入口の警備員
室で（年末年始を除く）
＊月～金曜日の夜間＝午後5時30分～8時
＊�土・日曜日、祝日＝午前8時30分～正午、午後1時～5時
※予約から1週間以内に受け取ってください。
■電子申請
　住民基本台帳カードやマイナンバーカード、公的個
人認証サービスによる電子証明書を取得した方は、市
ホームページから請求できます。
　電子証明書の取得など詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
■コンビニ交付
　利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバー
カードを利用して、全国のコンビニエンスストアで証
明書を取得できます。
◇�証明書の種類　住民票の写し、印鑑登録証明書、最新
年度分の課税（非課税）証明書
◇�利用時間　午前6時30分～午後11時（12月29日～1
月3日、システム保守点検日を除く）
◇�場所　マルチコピー機が設置されている全国のコン
ビニエンスストアなど
◇手数料　1通200円
※�詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、問い合
わせてください。

▼郵送請求の用紙に記入する項目

共通項目

＊請求者の住所・氏名
＊昼間に連絡のとれる電話番号
＊証明の必要な方の住所・氏名
＊証明書の種類と数

※�昭島市以外の市区町村へ請求する場合は、市区町村
によって証明書の手数料が異なります。戸籍の証明
書や除票などを請求する場合は、各市区町村へ問い
合わせてください。

▼必要な証明書に応じて、次の項目も記入

住民票の写し
＊�世帯または一部（一部の場合、必要な
方の氏名も）
＊続柄記載の有無
＊本籍記載の有無（日本国籍の方のみ）
＊国籍記載の有無（外国籍の方のみ）
＊�在留資格、在留期間及び在留期間の
満了日、在留カードの番号の記載の
有無（外国籍の方のみ）

住民票記載事項
証明書

戸籍の証明書

＊本籍
＊筆頭者の氏名・生年月日
＊�戸籍全部または一部（一部の場合、必
要な方の氏名も）

課税（非課税）
証明書 ＊課税年度

納税証明書 ＊�税の種類（市・都民税、固定資産税な
ど）と年度
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　市では、戸籍に関する個人情報を保護し、なりすまし（虚偽）の届け出を未然に防ぐため、来庁者の本人確認を行っ
ています。届け出をするときは、運転免許証・パスポートなど本人確認ができる書類をお持ちください。
◇対象となる届け出　婚姻届、協議の離婚届、養子縁組届、協議の養子離縁届、認知届
※これらの届け出の不受理申し出及び取り下げのときも、本人確認を行っています。

名称 届け出期間 届け出地 届け出人 必要なもの及び注意事項

出生届 生まれた日か
ら14日以内

次のいずれかの市区町村
＊父母の本籍地
＊届け出人の所在地
＊出産場所

父・母、同居者、
出産に立ち会っ
た医師、助産師
の順序

◦�届書
◦�出生証明書（届書に付いているものに、医師が
記入・押印）
◦�母子健康手帳
◦�届け出人の印鑑
※命名は常用漢字と人名漢字の範囲内です。

婚姻届

届
け
出
し
た
日
か
ら
効
力
が
発
生
す
る

次のいずれかの市区町村
＊夫または妻の本籍地
＊夫または妻の所在地

夫・妻（証人が
2人必要）

◦�届書
◦�届け出先に本籍がない方は、戸籍全部事項証明
書（戸籍謄本）
◦�届け出人の印鑑

離婚届
次のいずれかの市区町村
＊夫婦の本籍地
＊夫婦の所在地

夫・妻（証人が
2人必要）

◦�届書
◦�届け出先に本籍及び復籍する戸籍がない方は、
それぞれの戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
◦�届け出人の印鑑
※�夫婦間に生まれた未成年の子については、親権
者を定めてください。
※�裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または
調停成立後10日以内に、裁判判決の謄本及び
確定証明書、または、調停書の謄本も添付して
ください。

養子縁組届
次のいずれかの市区町村
＊養親及び養子の本籍地
＊届け出人の所在地

養親、養子また
は代諾権者（証
人が2人必要）

◦�届書
◦�届け出先に養親及び養子の本籍がない方は、そ
れぞれの戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
◦�届け出人の印鑑
※�未成年を養子とするとき（再婚により配偶者の
子を養子とするときを除く）や、後見人が被後
見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可書
も添付してください。

▼戸籍関係の届け出

戸籍関係の届け出 ▶市民課戸籍係

市民文化祭　合唱祭 市民文化祭　華道展　 市民文化祭　芸能祭　
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※市民課窓口ではこのほか、認知届、養子離縁届、死産届などの届け出、墓地改葬許可申請の受け付けなども行っています。

名称 届け出期間 届け出地 届け出人 必要なもの及び注意事項

入籍届
届
け
出
し
た
日
か
ら
効
力
が
発
生
す
る

次のいずれかの市区町村
＊入籍者の本籍地
＊届け出人の所在地

入籍者（15歳
未満の場合は
法定代理人）

◦�届書
◦�家庭裁判所の許可書の謄本
◦�届け出先に本籍及び入籍する戸籍がない方は
それぞれの戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
◦�届け出人の印鑑

分籍届

次のいずれかの市区町村
＊分籍者の本籍地
＊分籍者の所在地
＊分籍地

分籍者

◦�届書
◦�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
◦�届け出人の印鑑
※�20歳以上で戸籍の筆頭者・配偶者以外の方に
限ります。

転籍届

次のいずれかの市区町村
＊転籍者の本籍地
＊転籍者の所在地
＊転籍地

戸籍の筆頭者
及びその配偶
者

◦�届書
◦�戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
◦�届け出人の印鑑（筆頭者と配偶者の印鑑）

死亡届
死亡の事実を
知った日から
7日以内

次のいずれかの市区町村
＊死亡者の本籍地
＊届け出人の所在地
＊死亡した場所

死亡者の同居
親族・同居して
いない親族、同
居者、家主、地
主など

◦�届書
◦�死亡診断書（届書についているので医師に記
入・押印してもらう）
◦�届け出人の印鑑

死体
（埋）火葬
許可申請

死亡届を提出
するとき

◦�申請書
◦�申請人の印鑑

産業まつり　宝船 産業まつり 産業まつり　ステージ
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住民登録関係の届け出
 ▶市民課市民係

　市内に住んでいても、住民基本台帳に記録されてい
ないと、選挙権行使、義務教育の就学、国民健康保険の
給付など行政サービスを受けられないことがありま
す。住所などの変更のときには、市役所市民課または東
部出張所で忘れずに届け出てください。
◇届け出人　本人または同じ世帯の方
※�代理人の方が届け出をする場合は、委任状が必要で
す。

■ 配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待な
どの被害者への支援措置

　配偶者からの暴力やストーカー行為、児童虐待など
の被害者を保護するため、警察署などに被害について
相談をしている方を対象に、支援措置を行っています。
これにより、加害者から住民票の写しなどの請求が
あった際に、証明書の請求をお断りし、現在の住所を知
られないようにすることができます。
　手続きを必要としている方は、市役所市民課へ問い
合わせてください。

▼住民登録関係の届け出
名称 届け出期間 添付書類

市外から
の転入届

住み始めて
から14日以
内

◦�転出地の市区町村が発行した
転出証明書（特例転出を除く）
◦�本人確認書類（免許証など）
◦�住民基本台帳カード、マイナ
ンバー通知カードまたはマイ
ナンバーカード（お持ちの方）
◦�届け出る方の印鑑
◦�在留カードなど（外国籍の方）
※国外から転入する方
　�帰国・入国日が確認できる異
動対象者全員のパスポート

市内
転居届

住み始めて
から14日以
内

◦�本人確認書類（免許証など）
◦�在留カードなど（外国籍の方）
◦�届け出る方の印鑑
◦�印鑑登録証（転出のみ）、住民
基本台帳カード、マイナン
バー通知カードまたはマイナ
ンバーカード（お持ちの方）

市外への
転出届

引っ越し日
の前後2週間
以内

世帯
変更届

住民票の写し、住民票記載事項証明書の交付
 ▶市民課市民係

■請求方法
　来庁される方の本人確認ができる書類をお持ちのう
え、市役所市民課、東部出張所、あいぽっく、武蔵野会
館、緑会館、環境コミュニケーションセンターのいずれ
かで請求してください。郵送請求、電話受付による請
求、時間外交付、電子申請、コンビニ交付サービス（住民
票の写しのみ）も可能です。詳しくは47ページをご覧く
ださい。
◇発行手数料　1件200円
※�代理人の方が請求する場合は、委任状が必要です。代
理人の方がマイナンバー記載の住民票の写しを請求す
る場合、委任者の住民登録地に郵送で交付します。
※�委任状のない第三者が請求するときは、その理由を
明確にしなければなりません。正当な使用目的であ
ることを示す資料などをお持ちください。詳しくは、
市役所市民課へ問い合わせてください。

印鑑登録 ▶市民課市民係

　昭島市に住民登録をしている（成年被後見人を除く）
15歳以上の方が、1人1個に限り印鑑を登録できます
（同一世帯の方が登録している印鑑を除く）。
◇手数料　初回のみ無料、2回目以降200円
■印鑑登録の申請方法
①�本人が、登録をする印鑑をお持ちのうえ、市役所市民
課または東部出張所で申請してください（代理人が
来庁する場合は、委任状及び代理人の印鑑も必要）。
②�後日、申請者本人に「印鑑登録照会書」が送られます。
ただし、次の場合は照会書の郵送は省略されます。
＊�本人が来庁し、有効期限内の運転免許証やパスポー
トなど官公署発行の顔写真が貼付されたもの（本人
の写真に浮き出しプレス、せん孔、公印による証印の
あるもの、または、写真を特殊加工してあるものに限
る）を提示した場合
＊�本人が来庁し、すでに印鑑登録をされている方を保
証人にたてる場合（印鑑登録申請書の保証人欄に住
所、氏名の記載、登録印の押印及び印鑑証明書の添付
が必要、ただし、保証人が昭島市で印鑑登録をしてい
る場合は印鑑登録番号の記載があれば、印鑑証明書
の添付は不要）
③�照会書が送られた方は、照会書と登録をする方の本
人確認ができる書類、登録印を申請場所へお持ちく
ださい（代理人が来庁する場合は代理人の本人確認
ができる書類及び印鑑も必要）。

■ 印鑑登録証や登録した印鑑をなくしたとき、廃
止したいとき

　本人確認ができる書類、印鑑をお持ちのうえ、「印鑑
登録廃止申請書・印鑑登録証亡失届」により申請してく
ださい（代理人が来庁する場合は委任状が必要）。
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■印鑑登録証明書の交付
　市民課、東部出張所、あいぽっく、武蔵野会館、緑会
館、環境コミュニケーションセンターで交付します。
　本人、代理人にかかわらず「印鑑登録証明書交付申請
書」に住所、氏名、生年月日を記入し、印鑑登録証を提示
して申請してください（委任状は不要）。時間外交付・コ
ンビニ交付サービスも可能です。詳しくは、47ページを
ご覧ください。
◇手数料　1枚200円
※�委任状は市ホームページからダウンロードできま
す。記載内容など詳しくは、市役所市民課へ問い合わ
せてください。

　マイナンバーの提示と本人確認が同時にできる、写
真付のカードです。署名用電子証明書と利用者用電子
証明書の格納ができます。
　マイナンバーカードは地方公共団体情報システム機
構が作成するため、即日交付はできません。
■マイナンバーカードの申請方法
　郵便、スマートフォン、パソコン、まちなかの証明用
写真機で申請できます（市役所市民課での申請は不
可）。詳しくは、マイナンバーカード総合サイト（http://
www.kojinbango-card.go.jp）をご覧ください。
■マイナンバーカードの受領方法
　申請後、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知
書兼照会書」を住民登録地へ郵送しますので、市役所市
民課で電話予約のうえ、受領してください。
　本人が来庁し受領することが原則ですが、病気や身体
的な理由により来庁できない場合はご相談ください。
◇持ち物
＊本人確認できる書類
＊�個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書

マイナンバーカード
 ▶市民課市民係

住民基本台帳ネットワークシステム
 ▶市民課市民係

　住民基本台帳ネットワークシステムは、各市区町村
が保有している住民基本台帳情報のうち、氏名・住所・
生年月日・性別などの基礎的な情報を全国的にコン
ピュータでネットワーク化し、さまざまな行政機関が
本人確認をする必要があるときに参照できるようにし
たものです。
　これにより、パスポートの申請や年金受給時の現況
届など、行政機関へ申請・届け出をする際に、住民票な
どの提出が不要になります。

　発行は、平成27年12月22日で終了しました。お持ち
のカードは、記載されている期限まで有効です。国外へ
の転出、死亡などの場合は廃止となりますので返納し
てください。
■住民基本台帳カードで利用できるサービス
＊�公的な本人確認…写真付きのBカードは、公的な本人
確認書類として利用できます。
＊�住民票の写しの広域交付…住民基本台帳カードをお
持ちのうえ、パスワードを確認できれば、他の市区町
村の窓口でも広域交付住民票を受け取ることができ
ます。ただし、本籍地は記載されません。
＊�転入・転出手続きの簡素化…住民基本台帳カードを
使って転入・転出などの手続きをするため、転出証明
書の提出を省略できます。
＊�公的個人認証サービス…住民基本台帳カードに東京
都が発行する「電子証明書」を書き込むと、これを利
用して、インターネットによる電子申請や電子申告
などの行政サービスを受けることができます。詳し
くは、52ページをご覧ください。

■住民基本台帳カードをなくしたとき
　一時停止の手続きを行いますので、市役所市民課へ
必ず届け出てください。

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳カード

通知カード ▶市民課市民係

　マイナンバー（個人番号）を付番したときに送付した
通知書です。
　マイナンバーが記載されていますが、本人確認書類
として利用することはできません。
■通知カードをなくしたときは
　「確定申告の書類にマイナンバーを記載する必要が
ある」、「勤務先にマイナンバーを提出する必要がある」
など、マイナンバーを確認したい方は、マイナンバー記
載の住民票の取得をお勧めします。詳しくは、市ホーム
ムページをご覧いただくか、問い合わせてください。
　通知カードの再発行を希望する場合は、市役所市民
課または東部出張所で手続きをしてください。
◇手数料　1枚500円
◇持ち物
＊�本人確認書類（本人が15歳未満の場合または成年後
見人の場合は、本人と法定代理人の両方のものが必
要です）
＊�警察署に遺失物届を提出した際の受理番号（二重交
付を防ぐため必要となりますので、申請する前に警
察署に遺失物届を提出してください）
※�通知カードは、地方公共団体情報システム機構が発
行するため、即日交付ができません。
※�代理人の方が手続きする場合は、委任状、本人確認が
できる書類（本人と代理人の両方のものが必要です）
も必要です。詳しくは問い合わせてください。
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　外国籍の方が、次のいずれかに該当し、適法に3か月
を超えて日本に在留して住所を有する場合、住民基本
台帳に記載されます（観光などの短期滞在者などを除
く）。
＊中長期在留者（在留カード交付対象者）
＊特別永住者
＊一時庇

ひ
護または仮滞在の許可者

＊出生または国籍喪失による経過滞在者
※�在留資格のない方、在留資格が短期滞在である方（在留
期間が3か月未満である方）などは対象になりません。

　インターネットを利用してオンライン手続きを安全
に行うための公的なサービスです。他人によるなりす
まし申請や、通信途中での改ざんなどを防ぐための電
子証明書を発行しています。
◇手数料　200円
◇�有効期限　マイナンバーカードは5年間
※住所や氏名などに変更があった場合は失効します。
※�住民基本台帳カードへ新たに電子証明書を格納する
ことができません。電子証明書をあらかじめ格納で
きるマイナンバーカードを申請してください。

公的個人認証サービス
 ▶市民課市民係

　車検切れなどの理由によって公道で動かすことがで
きない自動車やバイクなどの車両について、これらを
動かすための許可証を交付し、プレート（仮ナンバー）
を貸し出します。
◇手数料　750円
◇�許可の期間　来庁日当日もしくは翌日から最長で5
日間（車検回送の場合は2日間）
◇�申請方法　車体番号の記載された書類（自動車検査
証など）、自動車損害賠償責任保険（共済）証明書の原
本、来庁される方の本人確認ができる書類をお持ち
のうえ、市役所市民課で手続きをしてください。

臨時運行許可（仮ナンバー交付）
 ▶市民課市民係

外国籍の方へ
 ▶市民課市民係

＊�マイナンバーカード・電子証明書暗証番号記載票（案
内書に同封）
＊�通知カード（マイナンバーカード交付時に返納）
＊�住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※�住民基本台帳カードを紛失された方は、警察に遺失
物届を提出してください。遺失物届の受理番号が必
要です。
＊�印鑑
■マイナンバーカードで利用できるサービス
＊�公的な本人確認…マイナンバーの提示と本人確認が
同時にできます。
＊�コンビニ交付サービス…住民票の写し、印鑑登録証
明書、課税・非課税証明書が、コンビニエンスストア
で取得できます。
＊�各種行政手続のオンライン申請…e-Taxやマイナ
ポータルへのログインなどに利用できます。

■マイナンバーカードをなくしたとき
　市役所では一時停止の手続きができないため、マイ
ナンバー総合フリーダイヤル（0120-95-0178）に連絡
してください。
　マイナンバーカードが見つかりましたら、マイナン
バーカードと本人確認ができる書類を持って市役所市
民課で手続きをしてください。

■住民登録
　在留カードまたは特別永住者証明書（旧外国人登録
証明書）をお持ちのうえ、次の申請期限までに、市役所
市民課で住民登録の手続きをしてください。新たに入
国して昭島市に住所登録をする場合は旅券も必要にな
ります。
＊�新たに入国し、昭島市に住居地を定めた場合…住居
地を定めてから14日以内
＊�在留資格を変更または取得し、新たに中長期在留者
となった場合…許可された日から14日以内
＊�平成24年7月9日以前に在留資格を取得して入国し
ているが、旧外国人登録証明書または在留カードを
持っていない場合…入国管理局で発行申請を行い、
在留カードを受け取った日から14日以内

■住居地の変更
　日本国内で住居地を変更する場合は、在留カードま
たは特別永住者証明書（旧外国人登録証明書）をお持ち
のうえ、手続きをしてください。転入する場合は、転出
証明書も必要です。
■世帯主との続柄の設定
　国外からの転入や世帯合併など、新たに世帯主との
続柄を設定する場合には、世帯主との続柄を証明する
書類（日本語に訳した文書を添付）をお持ちのうえ、手
続きをしてください。
■住民票の写しの交付
　住民基本台帳に記載されている方には、住民票の写し
が交付されます。請求方法は、50ページをご覧ください。

手続き

住民基本台帳に記載される方
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税　金

■個人市民税
　その年の1月1日現在、市内に住所を有する個人の方
は、前年の所得に基づき、所得割と均等割が課税されま
す。また、市外に住んでいて市内に事業所などを有する個
人の方は、前年の所得に基づき、均等割が課税されます。
　市内に住所を有する方が次のいずれかに該当する場
合は、2月16日～3月15日（日付が変わる場合あり）に、
市役所課税課で申告してください。
＊�給与所得者で、勤務先から市役所へ給与支払報告書
が提出されていない
＊給与・年金などを2か所以上から受けている
＊給与所得以外に所得がある
＊所得税の確定申告をしていない
＊�確定申告をしていない年金受給者の方で、申告によ
り各種控除を追加で受ける
＊�市内に住所はないが、1月1日現在、市内に事務所、事
業所などがある
※�前年中に所得がない方でも、次のいずれかに該当す
る場合は、申告が必要です。
＊�児童手当・心身障害者福祉手当、公営住宅などの申請
のため、所得の申請や非課税証明書が必要である
＊国民健康保険に加入している
■法人市民税
　市内に事務所・事業所を有する法人に、事業所ごとの
決算に基づき、法人税割と均等割が課税されます。
　事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告して
納めていただきます。

■登録・廃車の手続きと住所・名義・車台の変更
　毎年4月1日現在、市内に定置場のある原動機付自転
車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所
有者に課税されます。月割はありません。
　また、軽自動車と二輪の小型自動車の継続検査用納
税証明は、納税課で無料で発行します。
　手続きは下の図のとおりです。
▼車種別受付窓口
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▶課税課市民税係
市民税

▶課税課市民税係
軽自動車税

昭和公園のバラ コスモス
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　毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産の所有者には、
固定資産税を納めていただきます。また、土地や家屋が
市街化区域内にあるときは、都市計画税も納めていた
だきます。課税は、土地や家屋の評価額に基づいていま
す。新築及び増・改築した家屋には、課税課の職員（評価
補助員）が調査に伺いますので、ご協力ください。また、
家屋を取り壊したときは、家屋資産税係へ連絡してく
ださい。
■固定資産税の軽減
　新築住宅を建てた方で、一定の要件を満たす場合、新
築後新たに課税される年度から3年度分（3階建以上の
中高層耐火住宅は5年度分）に限り、120㎡までの居住
部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されま
す。
　また、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ
改修工事をした方で、一定の条件を満たす場合、固定資
産税が減額されます。いずれも、申告が必要です。
　なお、都市計画税は軽減及び減額されません。
■償却資産の申告
　会社や個人で事業を行っている方が、その事業のた
めに用いている機械・器具・備品などを償却資産といい
ます。市内で事業を営む方は、個人・法人を問わず毎年1
月1日に所有する償却資産について、1月31日までに申
告することになっています。申告書は、毎年12月上旬に
発送します。
■路線価の公開
　市街地の道路に付けられた価格のことで、道路に接
する標準的な宅地の1㎡あたりの価格です。
　土地の評価に対する理解を深めていただくため、固
定資産税を算出する際、評価額の基礎となる全路線価
を公開しています。
■住宅用地の申告
　土地の課税は、その土地の利用状況により異なりま
す。市内に土地を所有し、次のいずれかに該当する方
は、申告してください。

＊�業務用家屋（店舗・事務所・工場・倉庫・旅館など）を住
宅に用途変更した
＊住宅を業務用家屋に用途変更した
＊�一棟に住宅用と業務用の部分がある家屋について、
一部または全部を用途変更した
＊�隣接する土地を売買や相続などで取得し、非住宅用
地（更地・事務所など）から住宅用地（庭や自家用駐車
場など）へ、または、住宅用地から非住宅用地へ用途
変更した
＊�住宅用地の一部を貸し駐車場とした
＊�家屋を取り壊した
■市税の減免
　市税（個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産
税、都市計画税）は、要件を満たせば、減免を受けること
ができます。納期限までに申請してください。

固定資産税・都市計画税
▶課税課土地資産税係／課税課家屋資産税係

　納期限は、各月の末日（12月は25日）です。ただし、そ
の日が土・日曜日の場合は、その次の月曜日です。
　納付書をお持ちの方は、市税等収納取扱金融機関、ま
たは、昭島市役所指定金融機関窓口、東部出張所で納付
してください。納期限が過ぎても取り扱いますが、納期
限後に納付すると滞納日数に応じて延滞金が加算され
ますのでご注意ください。
　なお、納付書を紛失した方は連絡してください。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
市・都民税
（普通徴収） ● ● ● ●

固定資産税
都市計画税 ● ● ● ●

軽自動車税 ●
国 民 健 康
保 険 税 ● ● ● ● ● ● ● ●

税 月
　市税などの納期は下の表のとおりです。

納税
▶納税課
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金融機関など

市税等
収納取
扱金融
機関

銀行

きらぼし銀行、埼玉りそな銀行、東和
銀行、東日本銀行、みずほ銀行、三井
住友銀行、三菱UFJ銀行、山梨中央銀
行、りそな銀行

信託銀行 みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、
三菱UFJ信託銀行

信用金庫 青梅信用金庫、西武信用金庫、多摩信
用金庫

ゆうちょ
銀行・郵
便局

東京都・山梨県及び関東各県所在の
ゆうちょ銀行・郵便局

その他

中央労働金庫、東京みどり農業協同
組合（支店のみ）、東京都信用農業協
同組合連合会及びその会員である農
業協同組合

昭島市役所指定金融機関窓口、東部出張所

■便利で確実な口座振替をご利用ください
　納税通知書、預・貯金通帳、届出印をお持ちのうえ、市
内の金融機関または市役所納税課で、振替を希望する
納期限の45日前までに手続きをしてください。また、市
外の金融機関で申し込むなど、申込用紙が必要な方は
連絡してください。
■郵便振替での納付
　所定の振替用紙が必要ですので、希望する方は、連絡
してください。
■コンビニエンスストアでの納付
　取り扱いのできる店舗は納付書兼納入済通知書の裏
面に記載しています。なお、バーコードが印字されて
いない、バーコードが読み取れない、納期限を過ぎてい
る、金額を訂正している、金額が30万円を超えている納
付書兼納入済通知書は、取り扱いできません。また、市・
都民税（特別徴収）、法人市民税は取り扱いできません。
■クレジットカードでの納付
　インターネットに接続できるパソコンや携帯電話な
どを利用して、ヤフー株式会社の提供する「Yahoo！公
金支払い」で、クレジットカードにより納付できます。
なお、納期限を過ぎたもの、市・都民税（特別徴収）、法人
市民税は取り扱いできません。
■現金書留での納付
　市から通知した納税通知書、督促状または催告書な
ど納税義務者の氏名が分かるものを同封し、送付して
ください。
■延滞金がつくことがあります
　納期限後に納付した場合は、延滞金が加算されるこ
とがあります。
■休日窓口の開設
　平日の昼間、市税の納付や納税相談に来られない方
のために、休日窓口を開設しています。詳しい日時は、
「広報あきしま」や市ホームページでお知らせします。

■市税等収納取扱金融機関などの一覧
� 〈平成30年11月1日現在〉

　日本国内に住むすべての方が、20歳から60歳になる
まで加入します。国民に共通の年金制度で、高齢になっ
たときの生活を支えるため、また、病気やけがで障害者
になったり一家の担い手を失ったりなど「もしも」のと
きのために、お互いに助け合う制度です。
■加入者
＊第1号被保険者
◇�対象　自営業・自由業者などとその配偶者及び学生
などで、20歳以上60歳未満の方
◇�保険料の納付　口座振替、または、国から送られる納
付書などで
◇保険料　月額1万6340円（平成30年度）
＊第2号被保険者
◇�対象　厚生年金に加入している方
※�厚生年金に加入している方は、国民年金にも加入し
ていることになります。
※�保険料は、給料から引かれている厚生年金保険料な
どに含まれているので、個人で納める必要はありま
せん。

＊第3号被保険者
◇�対象　厚生年金に加入している方（第2号被保険者）
に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
※�保険料は、厚生年金が負担するので、個人で納める必
要はありません。
※�第3号被保険者に該当となったときには、届け出が必
要です。厚生年金の加入者（第2号被保険者）の勤務先
を経由して、届け出てください。

■希望により加入できる方
　次のいずれかに該当する方は、希望により加入（任意
加入）することができます。
＊海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
＊�60歳になるまでに保険料の未納がある方や、受給資
格期間が足りない方などで、60歳以上65歳未満の方
＊�昭和40年4月1日以前に生まれた方が65歳になった
とき、受給資格期間を満たせない場合、70歳になるま
での間で資格期間を満たすまで
◇�保険料の納付　口座振替、または、国から送られる納
付書などで
◇保険料　月額1万6340円（平成30年度）
■保険料の免除制度
　保険料を納めることが困難な方には、免除制度があ
りますので相談してください。また、学生の方は、本人
の所得が一定基準以下であれば申請により保険料の納
付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

国民年金 ▶保険年金課年金係
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■こんなときは必ず届け出を

■年金の支給は
　下の表の基礎年金は、毎年6回（2月、4月、6月、8月、
10月、12月）に分けて、前月までの2か月分が支給され
ます。

届け出が必要なとき 必要なもの

20歳になった

20歳の誕生月に送付される「国
民年金のご案内（兼加入届）」
※�届け出後、年金事務所から年金
手帳と納付書が送付されます。

退職した（厚生年金の
加入者でなくなった）

＊年金手帳
＊�退職証明書または離職票など

配偶者が退職した
＊年金手帳（夫と妻）
＊�配偶者の退職証明書または離
職票など

自分の収入が増えた
り、離婚・死別して厚
生年金に加入してい
る配偶者の扶養でな
くなった

＊年金手帳
＊�扶養でなくなった年月日の分
かるもの

▼基礎年金の種類
老齢基礎年金

60歳になるまでに、保険料を納めた期間が10年以上あ
る方は、65歳から受けられます。
◇�年金額　年額77万9300円（60歳になるまでの国民年
金に加入できる年数について、すべての保険料を納め
たときの支給額）

障害基礎年金
一定の保険料を納めた方が病気やけがで障害の状態に
なったとき、または、20歳前の病気やけがで障害の状態
になった方が受けられます（要件あり）。
◇年金額　次のいずれかに子の加算額を加えた額
＊1級＝年額97万4125円
＊2級＝年額77万9300円

遺族基礎年金
一定の保険料を納めた方で、老齢基礎年金を受ける資格
のある方または受けている方が死亡したとき、子のいる
妻または子が受けられます。
◇年金額　年額77万9300円に子の加算額を加えた額
※�遺族基礎年金が子のみに支給されるときの子の加算額
は、遺族年金を受ける2人目以降の子に支給されます。

※年金額は、平成30年4月現在の額です。
※�「子」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日まで
の間にある、または、20歳未満で障害の程度が1級も
しくは2級の状態にある子です。
※�子の加算額は、1人目＝年額22万4300円、2人目＝
年額22万4300円、3人目以降は1人につき年額7万
4800円です。

■老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ支給
　老齢基礎年金を受けられる年齢は原則65歳ですが、
60歳以上であれば希望する年齢から受けることもでき
ます。支給開始が、64歳以前のときは減額、66歳以後の
ときは増額され、この減額や増額された年金額は一生
変わりません。
■老齢基礎年金の未支給請求は年金事務所へ
　老齢基礎年金を受けている方が亡くなったとき、最
後の月分の年金は、生計が同一の遺族の方に請求して
いただきます。この未支給年金の請求先は、立川年金事
務所です。
　なお、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の未支給
請求は、市役所保険年金課年金係で受け付けています。

▼第1号被保険者の独自給付
種類 受給対象・金額

付加年金
付加保険料（月額400円）を納めた方が、老齢
基礎年金（年額）に「200円×付加保険料を納
めた月数」を合わせて受けられます。

寡婦年金

第1号被保険者（任意加入被保険者を含む）と
して保険料納付済期間と免除期間を合わせ
て10年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金
や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、
夫に生計を維持されていた妻（婚姻期間が
10年以上あること）が60歳から65歳になる
までの間、受けられます。

死　　亡
一  時  金

第1号被保険者（任意加入被保険者を含む）と
して保険料納付済期間が36か月以上（一部
納付の場合は月数が変わります）あり、老齢
基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡
くなったとき、生計を同一にしていた遺族が
受けられる一時金です。死亡一時金の額は、
保険料を納めた期間により変わります。
※�寡婦年金を受けるための要件と死亡一時
金を受けるための要件の両方に該当する
場合はどちらか一方を選択することにな
ります。

脱　　退
一  時  金

受給資格期間がないまま日本国内に住所を
有しなくなった外国人で、第1号被保険者と
して保険料納付済期間が6か月以上（一部納
付の場合は月数が変わります）あり、日本国
内に住所を有しなくなった後2年以内に請求
を行えば、保険料を納めた期間に応じて一時
金が支給されます。ただし、障害基礎年金等
の受給権を有したことがある人や老齢基礎
年金の受給資格が10年以上ある人には支給
されません。
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■特別障害給付金
　国民年金に加入していなかった期間中に初診日があ
る病気やけがが原因で、現在、障害基礎年金の1級・2級
相当の障害の状態にある、次のいずれかに該当する方
が受けられます。
＊�平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学
生
＊�昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった
厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者
◇支給額（平成30年度）
＊1級に該当する方＝月額5万1650円
＊2級に該当する方＝月額4万1320円
※�障害基礎年金や障害厚生年金などを受給できる方
は、対象になりません。

■国民年金基金
　第1号被保険者が受け取る老齢基礎年金に上乗せし
て支給される公的な年金制度です。掛け金や年金額は、
自分の生活設計に合わせて選択できます。また、掛け金
全額が所得税や住民税の社会保険料控除の対象とな
り、支給される年金は公的年金等控除が適用されるな
どの特典があります。
　詳しくは、東京都国民年金基金☎0120-65-4192に
問い合わせてください。

■街角の年金相談センター立川
　年金請求の手続きなどの相談を受け付けます。
◇電話番号　☎042-521-1652
■電話相談　ねんきんダイヤル
　年金に関する相談を受け付けます。
◇電話番号　☎0570-05-1165
※�050で始まる電話番号からは☎03-6700-1165で
す。

相談内容 電話番号
国民年金資格確認、年金手帳交
付、口座振替、免除関係など

立川年金事務所
� ☎042-523-0352
� （代表）

国民年金保険料納付、納付確認、
納付書再交付など

基礎年金（国民年金）・厚生年金の
受給やその相談

来所相談の予約 予約受付専用電話
� ☎0570-05-4890

■日本年金機構ホームページ
　国民年金や厚生年金保険の概要、手続き、裁定請求、
「ねんきんネット」などを見ることができます。
◇URL　http://www.nenkin.go.jp
■立川年金事務所
　相談内容ごとに電話番号が異なります。下の表をご
覧ください。

年金に関するお問い合わせは

高齢者イキイキ・ニコニコ介護予防教室 バラの育成ボランティア いきいき健康フェスティバル
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■受けられる給付
＊療養の給付
　病気やけがをして療養を受けたときや、歯の治療を
受けたときは、国保から医療費が給付されるため、自己
負担分は次のとおりです。
＊69歳以下＝入院・外来とも3割（小学校入学前は2割）
＊�70歳以上75歳未満＝入院・外来とも2割（特例措置で
生年月日が昭和19年4月1日までの方は1割）または
3割（所得により異なる）
※�小学校入学前のお子さんは、市が自己負担分を全額
助成します。88ページ「乳幼児医療費助成制度」をご
覧ください。
※�小・中学生のお子さんの保険診療医療費の自己負担
分（入院時の食事代を除く）を全額負担します。詳し
くは88ページ「義務教育就学児医療費助成制度」をご
覧ください。
＊高額療養費の支給
　同じ方が、同じ月内に同じ医療機関（外来・入院・診療
科単位）に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、
該当する方には市役所から申請書が送付されます。申
請すると、後日、限度額を超えた分が支給されます。
　また、入院や外来で高額の医療費がかかるときは、
「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関へ提示す
ることで、自己負担限度額までの支払いで済みます。認
定証が必要な方は、保険年金課保険係で申請してくだ
さい。
　なお、限度額は、年齢や所得により異なります。
＊その他の給付
　いずれも、保険年金課保険係で申請してください。
＊�出産したとき（出産育児一時金）＝42万円
＊死亡したとき（葬祭費）＝5万円
■脳ドックの受診料の補助
　脳血管疾患などの早期発見やその予防を図るため、
脳ドックの費用の一部を補助しています。受診日の2週
間前までに保険年金課保険係で申請してください。
◇�対象　40歳以上で国民健康保険に加入している方
（国民健康保険税を滞納している方を除く）
◇補助金額　1万5000円以内
◇補助回数　1人年度1回
◇検査機関　都内の脳ドック実施医療機関
■国民健康保険税
　納められた保険税は、被保険者の皆さんが病気やけ
がをしたときの医療費などに充てられます。保険税を
納めない方がいると、被保険者間に不公平が生じるば
かりか、国保の運営が困難になりますので、必ず納期内
に納めてください。
　なお、国保の被保険者であるなしにかかわらず、世帯
主が保険税の納税義務者になります。

■加入者
　国民健康保険（国保）には、職場の健康保険（健康保険
組合や共済組合など）や後期高齢者医療制度に加入し
ている方、生活保護を受けている方を除き、すべての方
が加入しなければなりません。
■加入・脱退などの届け出
　国保に加入したり、やめたりするときなどは、14日以
内に届け出が必要です。
※�国保に加入する届け出が遅れると、保険税を本来の
資格取得日にさかのぼって納めていただくことにな
ります。そして、その間の医療費は保険証がないため
一旦全額自己負担となります。加入後に申請すれば、
医療費の一部負担額を除いた分が返ってきますが、
医療費をお支払いした日の翌日から2年を経過する
と申請はできません。
※�国保をやめる届け出が遅れると、いつまでも保険税
がかかってしまいます。また、その間国保の保険証を
使って診療を受けてしまうと、国保から支払われた
医療費を、返していただくことになります。

国民健康保険� ▶保険年金課保険係

※�昭島市に転入した方には、転入届の手続き後、後日、
保険証を郵送します。

届け出が必要なとき 必要なもの

国
保
に
入
る
と
き

ほかの市区町村から転入
してきた

ほかの市区町村の転出証
明書、印鑑

職場の健康保険をやめた 職場などの健康保険をや
めた証明書

職場の健康保険の被扶養
者からはずれた

被扶養者をはずれた証明
書

生活保護を受けなくなっ
た 保護廃止決定通知書

子どもが生まれた 保険証、印鑑
外国籍の方が加入する 在留カード

国
保
を
や
め
る
と
き

昭島市外に転出する 保険証、印鑑
職場の健康保険に入った 保険証、新たに加入した

健康保険証またはその証
明書、印鑑

職場の健康保険の被扶養
者になった

生活保護を受けた 保険証、保護開始決定通
知書、印鑑

死亡した 保険証、印鑑
外国籍の方がやめる 保険証、在留カード

そ
の
他

市内で転居した、世帯主・
氏名が変わった

保険証、印鑑
世帯が分かれたり、一緒
になったりした
修学のため、別に住所を
定める 保険証、在学証明書、印鑑

保険証を紛失した 運転免許証など

▼加入・脱退などの届け出
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